
防災訓練実施結果報告書の要旨 

○川内原子力発電所における総合訓練（複数の訓練を組み合わせて行う訓練）  

訓練実施日 ２０２５年 ９月１６日 

参加人数 ５４２名（協力会社４６名、他電力３名を含む） 

想定した 
原子力災害
の概要 

○１，２号機で原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１５
条に該当する事象等に至る原子力災害を想定。 
・定格熱出力一定運転中に、地震発生により、１，２号機で原子炉が自動  
停止、その後、外部電源が喪失。 

・１号機は、格納容器内で原子炉冷却材漏えいが発生。その後、漏えい量が拡
大するが、充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプが全台停止し、非常
用炉心冷却装置による注水が不能。 

・２号機は、Ａ，Ｂ-電動補助給水ポンプにより蒸気発生器へ給水するが、そ
の後、ポンプ故障等による全補助給水ポンプ停止等により蒸気発生器給水機
能が喪失。 

訓練の内容 

以下の項目を「シナリオ非提示」にて実施  

【川内原子力発電所】     【本店即応センター】 
（１）ＡＭ訓練          （１）緊急事態支援組織対応訓練 
（２）緊急時対応訓練       （２）通報訓練 
（３）通報訓練          （３）モニタリング訓練 
（４）原子力災害医療訓練     （４）ＥＲＣとの連携訓練 
（５）モニタリング訓練      （５）原子力防災要員等の動員訓練 
（６）避難誘導訓練            （６）原子力事業者間協力協定等に基づく対応訓練 
（７）原子力防災要員等の動員訓練 （７）発電所支援対応訓練 
（８）オフサイトセンター連携訓練 （８）広報対応訓練 
（９）火災対応訓練        （９）住民避難支援対応訓練 

【後方支援拠点】 
（１）発電所支援に係る本店即応センターとの連携訓練 

訓練の評価 

○発電所、本店、後方支援拠点、東京支社及び各支店等が連携し、原子力災害発
生時に原子力防災組織及び本店原子力防災組織があらかじめ定められた機能を
有効に発揮できていることを確認。 

○２０２５年度の訓練テーマ「ＥＲＣプラント班への住民防護に関連する情報発
信」、「正確な通報連絡文の作成」及び「発電所及び本店対策本部における情
報共有シートの作成及び情報共有シートを用いた情報共有等の実施」につい
て、今回の訓練目標は達成。 

○２０２４年度訓練の主な改善項目への対応状況は、以下の通り。 
・住民防護に関連する情報はタイムリーに情報提供するよう、ＥＲＣ対応ブース
要員向けの教育資料に追加するとともに関係者へ周知・教育を実施。 

 ⇒最初の原災法第１０条に該当する事象発出予測時刻、炉心損傷等の進展予測
及びオフサイトモニタの状況等の住民防護に関する情報について、後回しせ
ずタイムリーに報告できた。 

・通報連絡文の作成または確認に専念するために新たに通報連絡文確認者を設置
し、チェックシートを用いて誤記がないか確認することをルール化するととも
に、送付済の通報連絡文に記載した既出の情報をその後の通報連絡文に記載す
る場合コピー＆ペーストを活用することとした。 

 ⇒通報連絡文確認者によるチェック体制及びチェックシートの活用が有効に機能し、コ
ピー＆ペーストを活用することにより正確な通報連絡文を作成することができた。 

今後に向け
た改善点等 

○更なる情報共有の充実を図る観点から、今後の訓練に反映する主な内容 
・１０条確認会議及び１５条認定会議の準備開始の指示や会議の対応者への必要
な情報のインプットに関する体制の見直し等を行うとともに関係者への教育や
勉強会を通じ習熟を図り会議開始までの準備対応の迅速化を図る。 

・今回の訓練事象において号炉指揮者及び運転支援班長のプラント状況の的確な判断
により短時間で炉心損傷防止に向けた先行的な対策を実施できたことを受け、一過
性のものとせず、継続的な取組みとして定着させるため、号炉指揮者や各機能班長
等による良好な振る舞いを原子力防災に係る手引き等に整理し関係者へ周知する。 

別 紙 



 

○川内原子力発電所における要素訓練（作業手順の習熟を図る個々の訓練） 

・対象期間：２０２５年４月１日～２０２５年１２月３１日 

 

 
実施日 

参加 
人数 

訓練の概要 今後に向けた改善点 

原
子
力
災
害
医
療
訓
練 

2025年 

6月16日 
29名 

管理区域内で傷病者が発生し

たことを想定し、傷病者の搬

出、汚染の除去、応急措置等

の訓練を行う。 

・なし 

今後も、訓練において状況

を確認し、更なる改善を検

討していく。 

緊
急
事
態
支
援
組
織
対
応
訓
練 

2025年 

6月25日、26日 
10名 

発電所において原災法第１０

条に該当する事象が発生した

ことを想定し、原子力緊急事

態支援組織への支援要請及び

遠隔操作、資機材の操作訓練

を実施し、操作技能の維持・

習熟を図る。 

・なし 

今後も、訓練において状況

を確認し、更なる改善を検

討していく。 

緊
急
時
対
応
訓
練 

2025年 

7月30日、 

31日、 

8月１日 

37名 

発電所において全交流動力電

源が喪失したことを想定し、

重大事故等時における緊急時

対応訓練を実施する。 

・なし 

今後も、訓練において状況

を確認し、更なる改善を検

討していく。 

避
難
誘
導
訓
練 

2025年 

8月20日 
327名 

緊急事態が発生したことを想

定し、見学者、作業者への迅

速な連絡及び避難誘導ができ

ることを確認する。 

・出力が大きい音声装置（ハ

ンドマイク）を使用した

が、後方列の一部で音声が

十分に届かず聞き取りにく

い状況であったため、音声

が十分に届くよう、継続し

て検討する。 

通
報
訓
練 

2025年 

8月21日 
38名 

通報連絡要否判断、通報連絡

文の正確な作成及び社内外関

係箇所へ迅速かつ確実な通報

連絡（警戒事態、原災法第１

０条、第１５条に該当する事

象、原災法第２５条報告）が

できることを確認する。  

・なし 

今後も、訓練において状況

を確認し、更なる改善を検

討していく。 



 

 
実施日 

参加 
人数 

訓練の概要 今後に向けた改善点 

Ａ
Ｍ
訓
練 

2025年 

8月22日、 

27日、28日、 

9月3日 

50名 

アクシデントマネジメントガ

イドライン等を用いた事象進

展防止、影響緩和措置の判

断・選択が適切に行われるこ

とを確認する。 

 

・なし 

今後も、訓練において状況

を確認し、更なる改善を検

討していく。 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
訓
練 

 2025年 

9月9日 
16名 

緊急時モニタリング（放射性

物質濃度、放射線量の測定

等）に係る対応能力の向上を

図る。 

・作業状況に係る現場からの報

告頻度が少なく、発電所対策

本部要員が作業者の動向を把

握しにくかったことから、作

業状況を報告するタイミング

について明確にする。 

・緊急時対策所エリアモニタ設

置作業時、足元周りに資機材

を置いた状態で作業してい

た。足元に近すぎると、怪我

や資機材を踏みつけ損傷する

可能性があるため、作業スペ

ースを考慮して資機材を置く

ことが望ましい。 

火
災
対
応
訓
練 

2025年 

12月18日 
24名 

原子力災害が発生している状

況を想定して、公設消防隊と

連携し、放射線防護を踏まえ

た消火活動を実施することに

より、火災対応への対応力向

上を図る。 

・公設消防隊への放射線防護
に関する情報共有の際に、
「ＰＤ」等の略称を使用し
ていたことから、略称は使
用せず「ポケット線量計」
等の一般的な用語を用いる
こととする。 

・現場指揮本部において、総
務班員からの口頭説明が多
かったことから、発電所対
策本部から聞き取ったＥＡ
Ｌ情報や放射性物質漏えい

の有無、火災状況等を視覚
的にも伝えやすいよう資料
等の整備を検討する。 

・屋外での情報共有にあた
り、周囲の雑音等により発
話内容を聞き取りづらい場
面が見られたことから、周
囲の雑音等がある中での情
報共有については、ハンド
マイクを活用すること等を
検討する。 

        以 上 



  

用語の解説 
 

 

 

○ＡＭ（Accident Management） 

  アクシデントマネジメントのこと。原子炉の燃料が重大な損傷を受ける 

事故への拡大防止や万が一拡大した場合の影響を緩和するための対策。 

 

○ＥＲＣ（Emergency Response Center） 

  原子力規制庁緊急時対応センターのこと。原子力施設で災害が発生した 

場合に、政府の活動拠点となる機関。 

 

○ＥＡＬ（Emergency Action Level） 

  緊急時活動レベルのこと。避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、

原子力施設の状況に応じて対応するように、事前に定めた判断基準。 

 

以 上 

  


